
 

 

令和２年度健康福祉局組織改正について 

 
                                     令和２年４月１７日 

健 康 福 祉 局
   

１ 概 要 

◇ 全ての子供たちが成育環境の違いに関わらず，健やかに夢を育むことのできる社会を実

現していくため，「子供未来応援課」を新設するとともに，「ネウボラ推進担当監」を置き，

ひろしま版ネウボラの推進や育ちに関する様々な情報の共有など，最適な予防的支援の新

たな仕組みづくりを一体的に推進する。 

◇ 多様な主体が世代を超えてつながる「地域共生社会」を実現していくため，「地域共生社

会推進課」を新設する。 

◇ 児童虐待防止対策を強力に進めていくため，介入（虐待対応）から支援（心理ケア）ま

で一貫して対応できるよう，こども家庭センターにおける組織体制を再編する。 
 

２ 改正内容 

令和元年度 令和２年度 

 

 

 
                
 

 

                       

   
                             
                            名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

老人福祉法，介護保険法関係 

                                     名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
        子供の未来応援プランの進捗管理 

                 
 

            ひろしま版ネウボラ，子供の予防的支援 

 
 
     地域共生社会に向けた全庁的な取組の推進 

 

                 
        地域共生社会の基盤づくり及び推進 

 

 
 

・社会福祉法，災害救助法関係 

           ・老人福祉法，介護保険法関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉局 健康福祉局 

子供未来応援部長 

子供未来戦略担当 

子育て・少子化対策課 

総括官（子供未来応援） 

子供未来応援課 

ネウボラ推進担当監 

総括官（地域共生社会推進） 地域包括ケア推進部長 

地域共生社会推進課 地域支え合い担当 

地域福祉課 

・地域共生社会の基盤づくり 
・社会福祉法，災害救助法関係 

地域福祉課 

健康福祉局 

資   料 No.1  

統合 
【新設】 

【新設】 

【新設】 

医療・がん対策部長 総括官（医療・がん対策） 

こども家庭センター 
（西部・東部・北部） 

こども家庭センター 
（西部・東部・北部） 

相談援助課 

児童虐待対応課 

判定指導課 

相談援助第一課 

相談援助第二課 

【新設】 

【新設】 

〇介入から支援までの一貫 

対応 

（初期対応係～相談援
助係）（西部及び東部） 

 

再編 

名称変更 


